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【新規格付け/維持】 
水資源機構  長期優先債務格付け： ＡＡ 

       長期債（承継）：   ＡＡ 

福祉医療機構 長期優先債務格付け： ＡＡ 
       長期債（承継）：   ＡＡ 

緑資源機構  長期優先債務格付け： ＡＡ－ 
       長期債（承継）：   ＡＡ－ 
 

格付投資情報センター(R&I)は、上記につき格付けを公表しました。 
 

【格付け理由】 
独立行政法人の水資源機構、福祉医療機構、緑資源機構が 1 日発足した。3 機構はそれぞれ水資源開

発公団、社会福祉・医療事業団、緑資源公団を衣替えした法人で、資産・負債、権利・義務をほぼその
まま引き継いだ。各機構とも国の政策上、制度上の位置付けも承継する前の特殊法人とほぼ同じ。この
ため各機構の長期優先債務格付けは各特殊法人と同水準とした。 
各特殊法人がこれまで発行した財投機関債はそれぞれの承継機構が引き継いだため、個別債券の格付

けも変わらない。 
 

【格付け対象】注）特に記載ないかぎり、単位は百万円 
発行者:水資源機構 
名 称 長期優先債務格付け 
格付け ＡＡ（新規） 

 

名 称 発行総額 発行日 償還日 格付け 
 （百万円）    
第 1 回水資源開発債券 10,000 2001 年 12 月 3 日 2011 年 9 月 20 日 AA（維持） 
第 2 回水資源開発債券 13,000 2002 年 6 月 24 日 2012 年 6月 20 日 AA（維持） 
第 3 回水資源開発債券 13,000 2003 年 7 月 1 日 2013 年 6月 20 日 AA（維持） 

 

発行者：福祉医療機構 
名 称 長期優先債務格付け 
格付け ＡＡ（新規） 

 

名 称 発行総額 発行日 償還日 格付け 
 （百万円）    
第 1 回社会福祉･医療事業団債券 10,000 2002 年 2 月 19 日 2005年 2月18日 AA（維持） 
第 2 回社会福祉・医療事業団債券 20,000 2002 年 6 月 24 日 2005年 6月20日 AA（維持） 
第 3 回社会福祉・医療事業団債券 15,000 2003 年 5 月 23 日 2008年 6月20日 AA（維持） 
第 4 回社会福祉・医療事業団債券 25,000 2003 年 6 月 24 日 2006年 6月20日 AA（維持） 
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発行者：緑資源機構 
名 称 長期優先債務格付け 
格付け ＡＡ－（新規） 
担 保 一般担保 

 

名 称 発行総額 発行日 償還日 格付け 
 （百万円）    
第 1 回緑資源債券 4,000 2002 年 11 月 26 日 2012 年 9 月 25 日 AA-（維持） 
第 2 回緑資源債券 5,000 2003 年 7 月 10 日 2013 年 6 月 20 日 AA-（維持） 

 

☆長期優先債務格付けとは、発行体の負うすべての金融債務について回収の程度を考慮する前の、総合的な履行能力につ
いてのR&Iの評価である。 
この格付けは、原則として全ての発行体に付与される。個々の債券の格付けは、契約の内容等を反映し、長期優先債務格
付けを下回る、または上回ることがある。 

 


